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支配株主等に関する事項について 

 

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く）又はその他の関係会社の商号等 

  （2025年 10月 31日現在） 

氏 名 属 性 

議決権所有割合（％） 発行する株券が 

上場されている 

金融商品取引所等 

直接 

所有分 

合算 

対象分 
計 

株式会社旺司

ライフワーク 

支配株主 

（親会社を除く。） 
94.22 - 94.22 － 

 

２．支配株主等との取引に関する事項 

支配株主との取引はありません。 

 

３．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

支配株主との間で取引が発生するような場合、一般的な取引条件と同様に法令等を確認し、

取引の合理性（事業上の必要性）や取引条件の妥当性を十分に検討し、その決定が恣意的に

行われる事がないよう、社外取締役を含めた取締役会において審議を経た上で決定する方

針としており、取引の公正性、妥当性を確保することで少数株主保護に努めております。 

また、代表取締役１名、子会社取締役１名、社外取締役１名、監査等委員２名から構成され

る指名報酬諮問委員会を設置しております。役員等の選任又は解任、役員報酬の改定等、経

営上、特に重要な決定事項について議論をし、取締役会に諮問・意見答申することで、取締

役会を監督しております。 

 

以上 


